
重要事項説明書 

 

１．事業者 

（１）法人名      社会福祉法人恩賜

財団済生会支部愛媛県済生会 

（２）法人所在地   愛媛県松山市山西町９９７番地１ 

（３）電話番号     089-952-0332 

（４）代表者氏名   岡田 武志 

（５）設立年月    平成４年 ５月 

 

２．事業の概要 

（１）事業所の種類 指定訪問介護事業所・平成１２年３月２日指定番号 3857780138 号 

（２）事業の目的  指定訪問介護は介護保険法令に従い、ご契約者（利用者）が居宅において

その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように

支援することを目的としてサービスを提供します。 

（３）事業所の名称 済生会松山老人保健施設にぎたつ苑 

（４）所在地     松山市山西町９９７番地１ 

（５）電話番号    ０８９－９５１－１１０６ 

（６）事業所長氏名 山本 昌也 

（７）管理者氏名   後藤 道洋 

（８）当事業所の運営方針 可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援いたします。 

（９）開設日    平成 4年 5月 

（１０）実施地域   松山市（旧北条、旧中島町除く） 

（１１）営業日及び営業時間 

     ○営業日（相談受付日） 

       月曜日から金曜日までとする。但し年末年始（12月 30日より 1月 3日まで）を除く。 

     ○営業時間（相談受付時間） 

       8：30～17：00 

     ○サービス提供時間 

       利用者の希望するサービスに対応 

 

 

 

 

 

 



 

（１２）従業者の体制  当事業所では、ご契約者（利用者）に対して指定訪問介護サービスを提供

する従業者として、以下の職種の者を配置しています。 

 

職  種 常 勤 非 常 勤 

１．管理者 名 名 

２．サービス提供責任者 名 名 

３．訪問介護員 名 名 

  （１）介護福祉士 名 名 

  （２）訪問介護養成研修 1級 

    (ヘルパー1級)課程修了者 

 

名 

 

名 

  （３）訪問介護養成研修２級 

    (ヘルパー２級)課程修了者 

 

名 

 

名 

  （４）介護職員基礎研修 

             課程修了者 

 

名 

 

名 

  （５）介護職員初任者研修 

                修了者 

 

名 

 

名 

 

 

（１３）サービス内容と利用料金 

  ①介護保険の給付の対象となるサービス 

＜サービス内容＞ 

ア）身体介護・・・身体的に行われる介護 

    ○入浴介助…入浴の介助、清拭、足浴などを行います。 

    ○排泄介助…排泄の介助、トイレ誘導、オムツ交換などを行います。 

    ○食事介助･･食事の介助、水分補給の介助などを行います。 

    ○買物同行･･安全に買物ができるよう同行させていただきます。 

    ○そのほか･･･更衣、洗面、口腔ケア、移乗、移動、通院など 

イ）生活援助・・・・日常生活上の支援 

    ○調 理･･･ 調理、配膳、後片付けなどを行います。（ご家族様分の調理は行いません。） 

    ○掃 除･･･ 居室などの掃除をします。（掃除場所には制約があります。別紙参照） 

    ○洗 濯･･･ 洗濯、洗濯物干し、取込、整理をします。 

（ご家族様分の洗濯は行いません。） 

    ○買 物･･･利用者の日常生活に必要となる物品の買物を行います。 

（金銭の引出、入金は行いません。） 

    ○その他･･･シーツ交換、衣類の整理、被服の修繕など 

 

 

 

 



 

＜利用料金＞   

利用料金、加算・減算料金、その他については料金表別紙をご覧下さい。  

☆サービスにかかる利用料金 

   介護保険を利用した場合の利用者負担は、関係法令に基づいた料金が自己負担となります。

（限度額の範囲内でサービスを利用した場合） 

☆介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービスを利用される場合は、サービス利用料

金の全額がご契約者の負担となります。 

☆平常の時間帯（午前 8時から午後 6時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、利用料金に

割増料金が加算されます。 

☆特定事業所加算Ⅱについて  （体制要件、人材要件などに適合） 

☆介護職員処遇改善加算について 

   介護職員の処遇改善及び資質の向上に努めさせていただきます。 

☆初回加算について 

   新規に契約され、初回にサービス提供責任者が訪問介護を行った場合、又は初回に訪問介

護員が訪問介護を行い、それにサービス提供責任者が同行した場合、その初回の日の月は

加算されます。また、2 ヶ月間ご利用がない場合は、再度ご利用されるときにこの加算を算定す

ることとします。 

☆緊急時訪問の加算について 

ご契約者又は家族からの要請に基づき、サービス提供責任者が担当のケアマネージャーと連

携し、ケアマネージャーが必要と判断された場合、ケアプランや介護計画書にないサービス内  

容で訪問することができ、緊急の対応として 1回につき加算されます。 

☆生活機能向上連携加算について 

    訪問介護事業所のサービス提供責任者と訪問リハビリテーション事業所等の専門スタッフが

共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画書を作成し、その計画書に基づいてサ

ービス提供を行った場合は、加算されます。 

☆特別地域訪問介護加算について 

   興居島出張所を拠点として活動する訪問介護員及びサービス提供責任者の興居島地域内

での訪問サービスについては、加算されます。 

☆同一建物等居住者減算について 

   同一の建物に居住するご契約者にサービスを提供した場合は、減算させていただきます。 

☆２人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意の上で関係法

令に基づいた料金をいただきます。 

    ※２人の訪問介護員によるサービスが必要となる例 

       ・体重により入浴介助等の重介護サービスを行う場合 

       ・暴力行為などが見られる方へのサービスを行う場合 

       （訪問介護員１人でのサービスが困難と判断される場合） 

☆第１号事業支給費からの支給額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の

負担額を変更します。 

 



 

②利用料金のお支払い方法 

原則的に金融機関の自動引き落としとなります。 

 

（１４）利用の中止、変更、追加 

  ○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、訪問介護サービスの利用を中止又は変更、もし

くは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日ま

でに事業所に申し出てください。利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用中

止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金を全額自己負担でお支払いいただきます。

但し、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

  ○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼動状況により契約者の希望

する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議しま

す。 

 

（１５）サービスの利用に関する留意事項 

①サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に、相当の訪問介護員を決定します。但し、実際のサービスにあたっては、複数

の訪問介護員が交替してサービスを提供します。 

②訪問介護員の交替 

ア）ご契約者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と

認められる事情やその他交替を希望する理由を明らかにして、事業所に対して訪問介護員の

交替を申し出ることができます。但し、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はできません。 

イ）事業所からの訪問介護員の交替 

事業所の都合により、訪問介護員を交替することがあります。訪問介護員を交替する場合は

契約者及びその家族に対してサービス利用上の不利益が生じないように十分に配慮するもの

と します。 

③サービス実施時の留意事項 

ア）定められた業務以外の禁止 

契約者は「当事業所が提供するサービス内容」で定められたサービス以外の業務を事業所

に依頼することはできません。（緊急時以外） 

イ）訪問介護サービスの実施に関する指示・命令 

訪問介護サービス実施に関する指示・命令はすべて事業所が行います。但し、事業所は訪

問介護サービスの実施にあたってご契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 

ウ）備品等の使用 

訪問介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させ

ていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 

④サービス内容の変更 

サービス利用当日に、ご契約者の体調などの理由で予定されていたサービスの実施ができな

い場合にはサービス内容の変更を行います。その場合は、事業所は変更したサービスの内容と



時間に応じたサービス利用料金を請求します。 

 

⑤訪問介護員の禁止行為 

訪問介護員は、ご契約者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は

行いません。 

１、 医療行為又は医療補助行為 

２、 ご契約者もしくはその家族等からの物品や金銭等の授受 

３、 ご契約者の家族等に対する訪問介護サービス 

４、 ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

５、 その他、ご契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

 

（１６）緊急時の対応 

事業所は、現に訪問介護の提供を行っているときに利用者の病状に急変が生じた場合、その他

必要な場合は、にぎたつ苑緊急時対応マニュアルに従い、速やかに必要な措置を講じます。 

（救急車を手配した場合、訪問介護員は同乗することができませんのでご了承ください。） 

また、事故の状況及びその事故に際してとった措置について、記録するものとします。 

 

（１７）事故発生時の対応 

当該サービスの提供時に事故が発生した場合、市町村・ご利用者家族・ご利用者に係る訪問

介護事業所に連絡を行い、必要な措置を講じます。 

 

（１８）身分証明書携行義務 

サービス事業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者または利用者の家族から

提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

（１９）苦情の受付について 

①当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けています。 

○ 苦情受付窓口（担当者） 

［職 名］    サービス提供責任者               

［電話番号］  （０８９）９５１－１１０６ 

○ 受付日 毎週月曜日～金曜日（但し、年末年始は除く） 

○ 受付時間 ８：３０～１７：００ 

 

 

②行政機関その他の苦情受付機関 

・松山市役所  介護保険課 電話番号：（０８９－９４８－６９６８） 平日 8：30～17：15 

・愛媛県国民健康保険団体連合会 介護・事業課  

電話番号：（０８９－９６８－８８００） 平日 8：30～17：15 

 



・愛媛県福祉サービス運営適正化団体連合  

電話番号：（０８９－９９８－３４７７）  

平日 9：00～12：00、13：00～16：30 

＊第三者評価は実施していません。 

 

（20）虐待防止のための措置 

事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げる措置を講じる。 

① 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用 

して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、 

その結果について、従業者に十分に周知する。 

② 虐待の防止のための指針を整備する。 

③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

④ 前③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

事業者は、サービス提供中に、従業者又は養護者（利用者の家族等利用者を現に 

養護するもの）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、 

速やかにこれを市町村に通報する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


